
 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市防災都市づくり計画(案)のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

 現状、課題等） 

〇背景・経緯 

・国は、防災を明確に意識した都市づくりを促進するため、平成 25
年に「防災都市づくり計画策定指針」を公表。 

・国は、復興事前準備の取り組みを促進するため、令和 5 年に「事

前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を公表。 
・今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や激甚化する豪雨への

対策など、様々な自然災害に対応した「災害に強い都市づくり」

が必要。 
・地域防災計画を補完し、ハード・ソフトの対策や自助・共助・公

助を適切に組み合わせた取組みを推進。 

・災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の被災したまちの

「復旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画とする。 
・本計画の策定により、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図ると

共に、復興に向けたまちづくりについて被災前から地域住民と議

論し、災害に強い都市の実現を目指していく。 
対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

浜松市防災都市づくり計画（案）について説明するもの。 
なお、区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意見

として取り扱う。 

・近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対

策のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から復興事前

準備の取組を検討することが重要であることから、防災・減災対

策と復興事前準備の双方を兼ね備えた計画として以下のように

基本方針等を設定。 
【防災・減災編（地震・水災害）】 

・災害ハザードと都市情報の重ね合わせにより災害リスクを評価。 

・評価結果から得られた課題を踏まえ、防災・減災に向けた「ハー

ド対策の視点」、「ソフト対策の視点」、及び被災後の速やかな復

旧・復興に向けた「復旧・復興対策の視点」の３つの視点から基

本方針を設定。 

【事前復興編】 

・「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」のため、災害が起こる

前に、復興に向けたまちづくりの方針を示す「復興まちづくり方

針図」を作成。 

備 考 
（答申・協議結果

を得たい時期、今

後の予定など） 

令和 7 年 10 月 1日～30 日  案の公表・意見募集 

令和 8 年 3 月        市の考え方公表、策定・公表 

担当課 都市計画課 担当者 寺本 昇悟 電話 457-2371 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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浜松市防災都市づくり計画（案） 
に対するご意見をお待ちしています！ 

 
 
 

１．「浜松市防災都市づくり計画」とは 

   今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や地球温暖化等により激甚化す

る豪雨への対策など、様々な自然災害に対応するため、防災を明確に意識し

た都市づくりが必要となっています。 

また、近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対策

のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から災害が発生した際のこ

とを想定し、復興事前準備の取組を検討することが求められています。 

こうしたことから、本市では、災害に強い都市の実現を目指すため、防災・

減災対策と復興事前準備の双方を兼ね備えた「浜松市防災都市づくり計画」

を策定します。 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和７年１０月１日（水）～令和７年１０月３０日（木） 
３．案の公表先 

都市計画課、北部都市整備事務所、市政情報室、区役所、行政センター、支所、

協働センター、ふれあいセンター、中央図書館、市民協働センター（中央区中

央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布 
浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 
【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。 
※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ

ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 
①直接持参 都市計画課（市役所本館６階）まで書面で提出 
②郵便【はがき、封書】 
（最終日の消印有効） 

〒４３０－８６５２ 
浜松市中央区元城町１０３－２ 都市計画課あて 

③電子メール toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５０－３７３７－６８１５（都市計画課） 

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 
お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和８年３月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

都市整備部都市計画課（TEL ０５３－４５７－２３７１） 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 
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下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 
 
●パブリック・コメント実施案件の概要 
●意見提出様式（参考） 
●浜松市防災都市づくり計画（案）＜概要版＞ 
 
●浜松市防災都市づくり計画（案） 

◇共通編 
第１章 防災都市づくり計画策定の背景と目的 ･･････････共Ⅰ-1～3 
第２章 防災都市づくり計画の位置づけと構成 ･･････････共Ⅰ-4～6 

◇防災・減災編（地震） 
第１章 浜松市の地震災害に対する危険性 ･･････････････地震-1～33 
第２章 防災都市づくり計画の将来像・基本方針 ････････地震-34・35 
第３章 地震災害に対する具体的な取組み ･･････････････地震-36～46 

◇防災・減災編（水災害） 
第１章 浜松市の水災害ハザード ･･････････････････････水災害-1～18 
第２章 浜松市の水災害リスク ････････････････････････水災害-19～54 
第３章 防災都市づくりにおける将来像・基本方針 ･･････水災害-55・56 
第４章 水災害に対する具体的な取組み ････････････････水災害-57～63 

◇事前復興編 
第１章 事前復興編について ･･･････････････････････････復興-1～3 
第２章 復興まちづくり方針の検討 ･････････････････････復興-4～40 
第３章 都市復興のプロセス ･･･････････････････････････復興-41～47 

◇共通編（計画の進行管理とロードマップ） ･･･････････････共Ⅱ-1・2 
◇参考資料 ･････････････････････････････････････････････参考-1～8 
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パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市防災都市づくり計画（案） 

趣旨・目的 
防災・減災対策と復興事前準備の双方を兼ね備えた「浜松市防災都市

づくり計画」を策定するもの。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・国は、防災を明確に意識した都市づくりを促進するため、平成 25
年に「防災都市づくり計画策定指針」を公表。 

・国は、復興事前準備の取り組みを促進するため、令和 5 年に「事前

復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を公表。 
・今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や激甚化する豪雨への対

策など、様々な自然災害に対応した「災害に強い都市づくり」が必

要。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・地域防災計画を補完し、ハード・ソフトの対策や自助・共助・公助

を適切に組み合わせた取組みを推進。 

・災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の被災したまちの「復

旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画とする。 
・本計画の策定により、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図ると共

に、復興に向けたまちづくりについて被災前から地域住民と議論

し、災害に強い都市の実現を目指していく。 

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

・近年の大規模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対策

のみで被害を完全に防ぐことは困難であり、平時から復興事前準備

の取組を検討することが重要であることから、防災・減災対策と復

興事前準備の双方を兼ね備えた計画として以下のように基本方針

等を設定。 
【防災・減災編（地震・水災害）】 

・災害ハザードと都市情報の重ね合わせにより災害リスクを評価。 

・評価結果から得られた課題を踏まえ、防災・減災に向けた「ハード

対策の視点」、「ソフト対策の視点」、及び被災後の速やかな復旧・

復興に向けた「復旧・復興対策の視点」の３つの視点から基本方針

を設定。 

【事前復興編】 

・「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」のため、災害が起こる前

に、復興に向けたまちづくりの方針を示す「復興まちづくり方針図」

を作成。 

関係法令・ 

上位計画など 

浜松市地域防災計画、 

浜松市都市計画マスタープラン、浜松市立地適正化計画 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 7 年 10 月 1日～30 日 案の公表・意見募集 

令和 8 年 3 月       市の考え方公表、策定・公表 
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パブリック・コメント意見提出様式 
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  

 
※ご住所 
（所在地） 

 

※お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市防災都市づくり計画（案） 

意見募集期間 令和７年 10 月１日（水）～令和７年 10 月 30 日（木） 

意見欄 

 

 
・※ご住所およびお名前が未記入の意見には、実施機関の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 
・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 
・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 
 
【提出先】 都市計画課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５０－３７３７－６８１５ 
Ｅ－ｍａｉｌ：toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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～どうやって意見を書いたらいいの？～ 

 
「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 
・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 
・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 
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（案） 
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1 

共通編  

 計画策定の背景と目的 

今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や地球温暖化等により激甚化する豪雨への対策など、
様々な自然災害に対応するための都市づくりが必要となっています。 

こうした背景から、本市では、
防災・減災対策と復興事前準備の
双方を兼ね備えた「浜松市防災都
市づくり計画（以下、本計画）」を
策定し、災害に強い都市の実現を
目指します。本計画では各災害リ
スクに対する課題等を整理し、基
本的な方針や効果的な施策を示す
とともに、本計画の策定が市民一
人ひとりの防災意識の醸成の契機
となることを期待します。 

 

 

 計画策定の視点とねらい 

これまでの防災対策は、主に災害が発生する前の事前対策に重点を置いてきましたが、近年の大規
模災害の被害状況を踏まえると、事前の防災・減災対策のみで被害を完全に防ぐことは困難です。 

そこで、国が示す「防災都市づくり計画策定指針（H25）」や「事前復興まちづくり計画検討のた
めのガイドライン（R5）」を踏まえ、本計画は災害発生前の「防災・減災」から、災害発生後の「復
旧・復興」までの時間軸を踏まえた計画としています。また、各編と対応する計画策定のねらいを下
図に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

図 計画の構成 
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2 

 

 防災都市づくりにおける将来像 

浜松市総合計画や浜松市都市計画マスタープラン（以下、都市マス）で掲げる目標や計画策定の視
点を踏まえ、本計画で目指す将来像を以下のように設定します。 
 
 
 
 
 

 計画の対象区域と災害 

本計画は浜松都市計画区域を対象とします。 
また、本計画で扱う災害は、都市計画区域におい

て想定される「地震、洪水、雨水出水（内水）、土
砂災害、ため池決壊」とします。 

事前復興編では、復興が必要となりうる大規模災
害のうち、「地震、洪水」を対象とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 計画の対象区域 

安全 ・安心・快適 に暮らし続け ることができ る 

災 害 に 強 い ま ち 

※津波は、浜松市津波防
災地域づくり推進計画
にて、基本方針等を示
し、津波対策の取組み
を推進します。 
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防災・減災編（地震） 

 浜松市の地震災害に対する危険性 

本計画では、「静岡県第４次地震被害想定」（平成 25
年公表）における、あらゆる可能性を考慮した最大ク
ラスの地震を対象とします。 

右図は震度分布図（南海トラフ巨大地震 陸側ケー
ス）であり、本市の都市計画区域の概ね全域が震度６
強〜７に該当します。 

 

 

 災害危険度判定調査の概要 

大規模地震発生時には、火災や建物倒壊などの被害と建物倒壊等が消防活動や避難活動に影響を及
ぼすことによる被害の拡大要因による被害が想定されます。 

被害を拡大させる要因としては、道路が閉塞することにより、消防車両等が火災発生地点に到達で
きないことで延焼が拡大することや、避難路が閉塞してしまい逃げ遅れが生じることで火災に巻き込
まれることなどが挙げられます。 

 
 被害 被害の拡大要因 

被
害
の
拡
大
過
程 

  

そこで、本計画では国が示す「防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説（H25）」等を踏まえ、
下表の評価項目を設定の上、災害危険度判定調査を実施し課題を整理します。 

評価項目 内容 
Ａ 焼失棟数密度（棟/ha） 町丁目面積１ha あたりの焼失する建物棟数で評価 

Ｂ 全壊棟数密度（棟/ha） 町丁目面積１ha あたりの全壊する建物棟数で評価 

Ｃ 道路閉塞確率（％） 町丁目内の道路のうち、地震災害時に閉塞する可能性がある道
路の割合で評価 

Ｄ 消防活動困難区域率
（％） 町丁目のうち、火災時に消火活動が困難となる区域の割合で評価 

Ｅ 一次避難困難区域率
（％） 

町丁目のうち、地震や火災が発生した時に一時的に避難するの
が困難となる区域の割合で評価 

  

道路閉塞 

避難活動 

に影響 

焼 死 

圧 死 

消防･救急活動 

に影響 
延 焼 

建物倒壊 出 火 

大規模地震の発生 

(12)
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 災害危険度判定調査の結果 

災害危険度判定調査では、評価項目ごとに１〜５の危険度を設定し、町丁目単位で評価します。 
本頁では、５つの災害危険度判定調査のうち、焼失棟数密度及び全壊棟数密度の結果を示します。 

小←―――――――― 危険度 ――――――――→大 

１ ２ ３ ４ ５ 

 
Ａ．焼失棟数密度（棟/ha） 

 

Ｂ．全壊棟数密度（棟/ha） 

 

  

・耐火性能が低い古い木造
建物や狭あい道路が残る
地域で危険度が高くなっ
ている。 

・耐震性能が低い古い建物
が残る地域で危険度が高
くなっている。 

(13)
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 地震災害に対する課題 

○密集市街地等の延焼火災の抑制 
○老朽建物（旧耐震基準）の倒壊防止 
○道路閉塞の防止 
○防災意識の醸成 
○消火設備の確保と被災状況に応じた消防活動への対応 
○新たな避難場所の確保と安全な避難経路の強化 
○応急・復旧活動の拠点の安全確保と道路ネットワークの確保 
○早期の市街地復興と被災者の生活再建のための復興事前準備 

 

 防災・減災編（地震）の将来像 

防災対策を推進する上では、市民一人ひとりが「自分の命は自分で守る」、「自分たちの地域は自分
たちで守る」という意識を持つことや、市民（自助、共助）と行政（公助）が円滑に連携できる体制
を構築することが大切です。そのため、防災・減災編（地震）における都市の将来像を以下のように
設定します。 

 

 

 

 

 

 将来像の実現に向けた基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全・安心・快適に暮らし続けることができる災害に強いまち 

～ み ん な の 力 で 高 め 合 う 地 域 防 災 力 ～ 

災害発生時の課題 
（A 焼失棟数密度、B 全壊棟数密

度、C 道路閉塞確率） 

災害発生後の課題 
(C 道路閉塞確率、D 消防活動困難
区域率、E 一次避難困難区域率) 

復旧・復興に向けた課題 

基本方針１：災害リスクの軽減に向けた取組みによる都市づくり【ハード対策】 
○建物の倒壊や火災・延焼等の生命を脅かす被害を最小限に抑える取組みの推進。 
○耐震性を有する防火水槽の設置等による初期消火能力の確保。 
○市民が安全に避難可能な公園・緑地等のオープンスペースの確保や、沿道建物耐震化等によ

る緊急輸送路や避難経路が閉塞しないための取組促進。 

基本方針２：災害リスクの回避に向けた取組みによる都市づくり【ソフト対策】 
○ハード対策のみで防ぎきることが困難なことが想定されるため、周知・啓発体制の強化や市

民の防災意識の醸成による地域防災力の向上を図る。 
○市民へ災害情報等の提供を行うための防災情報システムの着実な運営・周知や、災害時の緊

急放送実施体制の確保などを行い、災害情報伝達手段の強化に努める。 

基本方針３：円滑な復旧・復興に向けた都市づくり【復旧・復興対策】 
○被災者の生活を迅速に再建するため、防災拠点の避難支援や情報伝達等の応急・復旧支援機

能の充実を図る。また、防災拠点と周辺地域を連絡する緊急輸送路をはじめとする道路ネッ
トワークが寸断されない道路網の強化を図る。 

○被災後に早期に市街地復興と被災者の生活再建が実現できるよう、復興に備えた事前準備を
推進し、復興を進める際の手順や役割分担の検討を進める。 

(14)
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 具体的な取組み 
 

基
本
方
針
１ 

(1) 耐震化と道路空間の確保による安全な市街地の形成 
 ○建築物の耐震化促進等 
 ○沿道構造物の撤去・改善等 
(2) 市街地整備等による都市の火災・延焼リスクの軽減 
 ○防火地域・準防火地域の指定の検討 
 ○土地区画整理事業等による密集市街地の解消 
 ○都市計画道路の整備等による延焼遮断帯の強化 
 ○耐震性を有する消防水利の整備等による消火能力の強化 
(3) 円滑な避難行動や応急活動のための整備 
 ○都市公園の整備等によるオープンスペースの確保 
 ○応急活動スペース・避難経路の確保 

基
本
方
針
２ 

(1) 地域防災力の向上 
 ○防災ガイドブックや防災ハザードマップの作成・周知による防災意識の醸成 
(2) 災害情報伝達手段の強化 
 ○防災情報システムの着実な運営や緊急放送実施体制の確保 

基
本
方
針
３ 

(1) 都市機能を支えるインフラ・ライフラインの強化 
 ○緊急輸送路の沿道建物や橋梁の耐震化等による道路ネットワーク寸断の防止等 
 ○上下水道の耐震化、ライフライン情報の収集・提供体制の構築による都市機能の確保等 
(2) 復旧・復興のための事前準備 
 ○発災後の復興まちづくりの姿を見据えた事前復興まちづくり計画の策定等 

 

図 住宅・建築物耐震化事業費補助 

【基本方針 1(1) 建築物の耐震化促進等】 

図 浜松市防災ホッとメール 
【基本方針 2(2) 防災情報システムの着実な運営や緊急放

送実施体制の確保】 

図 橋梁の耐震補強の事例 
【基本方針 3(1) 緊急輸送路の沿道建物や橋梁の耐震化等

による道路ネットワーク寸断の防止等】 

 

(15)
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防災・減災編（水災害） 

 防災・減災編（水災害）で扱う災害 

防災・減災編（水災害）では下表のとおり「降雨に起因する災害」と「地震に起因する災害」の観
点から都市計画区域内の災害を整理します。 

 水災害リスク分析の考え方 

国が示す「立地適正化計画の手引き」等を踏まえ、災害ハザードと建物分布等の都市情報の重ね合
わせにより、想定される水災害リスクを分析します。 

水災害リスクの分析では、都市計画区域全域を対象とした分析と水災害リスクが高い地域での詳細
な分析により、水災害リスクにおける課題をとりまとめます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

区分 災害ハザード 

降
雨
に
起
因
す
る
災
害 

洪水 

・洪水浸水想定区域（計画規模） 
・洪水浸水想定区域（想定最大規模） 
・浸水継続時間（想定最大規模） 
・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食：想定最大規模） 

雨水出水 ・内水ハザードマップ 
浸水実績 ・浸水実績図 

土砂災害 ・指定区域（砂防三法） 
・土砂災害（特別）警戒区域 

地
震
に
起
因

す
る
災
害 

ため池決壊 ・浸水深マップ 

津波 ・防潮堤整備後の浸水想定区域 
※本計画では、災害ハザードのみ整理。 

 

図 水災害リスク分析のフロー 

《都市計画区域》 

都市計画区域内の水災害リスク分析 

・都市計画区域内の水災害リスクについて、被害の視点で分析を行い解決が求められ

る課題を検討 
《水災害リスクの高い地域》 

水災害リスクの高い地域の水災害リスク分析 
・すべての課題を早期に解決することは困難と考えられることか

ら、水災害リスクの高い地域を選定し、命を守る視点により、
優先的な解決が求められる課題を検討 

水災害における課題のとりまとめ 
・将来像や基本方針、具体的な取組みの検討に向け、水災害リスクの課題を整理 

都市計画域内の課題、水災害リスクの高い地域の課題 

(16)
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 都市計画区域全域の災害リスク分析 

災害ハザードと都市情報を重ね合わせ、被害の視点による分析を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 水災害リスクの高い地域の災害リスク分析 

水災害リスクの高い地域（①〜⑭）を下記に示す考え方で選定し、命を守る視点による詳細な分析を
行います。水災害リスクの高い地域は、右下図の通り居住誘導区域にも及んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

図 水災害リスクの高い地域 

視
点 分析の考え方 

リ
ス
ク
箇
所 

浸水深や土砂災害等の災害
ハザードと建物分布の重ね
合わせによる災害リスク箇
所の把握 

要
配
慮
者 

要配慮者施設と浸水継続時
間の重ね合わせによる浸水
継続による要配慮者の災害
リスクの把握 

家
屋
倒
壊 

氾濫流や河岸浸食による家
屋倒壊等氾濫想定区域と建
物の重ね合わせによる家屋
倒壊リスク箇所の把握 

 図 災害リスク分析の例（浸水深（想定最大規模）×建物分布） 

水災害リスクの高い地域の選定 

○市街化を図っていく区域から、
「生涯に 1 回は経験する発生頻
度の災害リスク※1」と「近年に
浸水被害のある高頻度な災害リ
スク※2」に着目し、まとまった
被害が想定される地域を選定。 

※1：洪水浸水想定区域（計画規
模）において、床上浸水以上
の被害想定のある区域 

※2：10 年程度の浸水実績におい
て、床上浸水以上(0.5ｍ以
上）の被害想定のある区域 

※0.5ｍ未満の浸水区域であっても床
下浸水等の災害リスクが想定され
ます。 

⑬三ヶ日 

⑫引佐 

⑦天竜 

⑥中瀬 

⑤浜北 

⑪笠井 

⑭五島 

①駅北 

②駅南 

⑨可美 

④駅西 

⑩篠原 

⑧細江 

③駅東 

(17)
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水災害リスクの高い地域の分析例（洪水浸水想定区域（想定最大規模）【③駅東】）を示します。 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 水災害に対する課題 

○命を守るための取り組み 
○防災意識の醸成 
○要配慮者の安全確保 
○地域社会・経済の速やかな再建・回復 
○市民の命や財産の被害の最小化 
○ハード・ソフト両面からの対策 

 

 防災・減災編（水災害）の将来像 

近年、頻発化・激甚化する水災害に対しては、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防
災・減災対策により、被害を最小化することが大切です。 

また、水災害リスクの高い地域は、居住誘導区域にも及ぶことから、安全・安心・快適で持続可能
な都市づくりの推進が必要なため、防災・減災編（水災害）の都市の将来像を以下で設定します。 

 

 

 

  

・洪水浸水 
（計画規模） 

・浸水実績 
・土砂災害 
・ため池決壊 

安全・安心・快適に暮らし続けることができる災害に強いまち 

～水災害リスク最小化による持続可能な都市づくりの推進～ 

・洪水浸水 
 （想定最大規模） 

図 水災害リスクの高い地域の災害リスク分析の例（想定最大規模） 

命を守る視点 重ね合わせる 
都市情報 

垂直避難の可能性 建物分布・高さ 
早期避難の必要性 要配慮者施設 

避難施設の活用可能性 緊急避難場所 
避難路の活用可能性 幹線避難路 

緊急輸送路 

 

(18)
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 将来像の実現に向けた基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 具体的な取組み 
 

基
本
方
針
１ 

(1) 施設整備による災害リスクの軽減 
 ○河川改修等による治水対策の推進 
 ○下水道施設の整備・検討 
 ○農業用施設等の整備・改修 
(2) 市街地整備による災害リスクの軽減 
 ○土地区画整理事業による整備 
 ○都市機能誘導方針の策定 
 ○表面貯留施設の整備 
(3) 自然地を活用した災害リスクの軽減 
 ○遊水機能等の強化  

基
本
方
針
２ 

(1) 災害リスクの回避に向けた居住の誘導やハザー
ド情報の周知等 

 ○災害リスクの回避に向けた居住の誘導 
 ○ハザード情報等の周知・啓発及び防災意識の醸成 
 ○災害情報の把握・伝達体制の強化 
(2) 地域の防災力の強化 
 ○防災知識の普及活動の推進 
 ○地域課題に対応した防災対策の支援  

基
本
方
針
３ 

(1) 都市機能を支えるインフラの強化 
 ○緊急輸送路等の機能不全に備えた、多重化・代替性の確保が可能な道路網の整備検討等 
(2) 復旧・復興のための事前準備 
 ○発災後の復興まちづくりの姿を見据えた事前復興まちづくり計画の策定等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 河川改修（九領川） 
【基本方針1(1) 河川改修等による治水対策の推進】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 道路冠水情報システム 
【基本方針2(1) 災害情報の把握・伝達体制の強化】 

基本方針１：災害リスクの軽減に向けた取組みの選択と集中による防災都市づくり【ハード対策】 
○関係部局と連携し、水災害リスクの高い地域を中心とした災害リスクの早期軽減を図る。 
○短期的なハード対策だけでなく、中長期的なハード対策も継続して実施し、計画的な災害リスク

の軽減を図る。 
○基盤整備等のまちづくりの中で、水災害に対する脆弱性の解消を図る。 
○流域治水の推進等、関係機関との連携強化を図る。 

基本方針２：災害リスクの回避に向けた命を守るための取組みによる防災都市づくり【ソフト対策】 
○開発抑制や立地誘導等を活用し、都市計画等の側面から水災害リスクの回避を図る。 
○周知・啓発体制の強化や市民一人一人の防災意識の醸成を図る。 
○防災知識の普及活動等の地域の防災力の強化を図る。 

基本方針３：被災状況に応じた円滑で柔軟な復旧・復興に向けた防災都市づくり【復旧・復興対策】 
○社会経済への影響を最小化するため、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成等、円滑な復旧・復興が図

られるよう事前準備の取組みを推進。 
○被災時の復旧・復興に向けた都市機能の強化や関係機関との連携強化を図る。 

(19)
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事前復興編  

 事前復興編について 

事前復興編は、近年の大規模災害
の切迫性等を鑑み、災害は必ず起き
ることを前提に、被災後の復興に向
けたまちづくりの方針や復興のプロ
セス等を、国が示す「事前復興まち
づくり計画検討のためのガイドライ
ン」等を踏まえとりまとめます。 

災害が起こる前に、地域住民や関
係者等と、復興まちづくりについて
充分に協議することで、市民や職員
の防災意識が向上し、実際に被災し
た場合でも、短期間で適切な規模・
内容の復興まちづくり計画の検討や
復興まちづくり事業の早期着手が期待されます。また、被災前のまちの水準を超える「より良い復興」
の選択肢を準備することが出来ます。 

 

 復興まちづくり方針の検討 

本市の「被害想定（地震、洪水）」と「市街地特性（上位計画の位置づけ、都市基盤の整備状況）」
を重ね合わせ、大規模災害からの復興まちづくりを進める上での課題を整理します。その課題を踏ま
え、本市で想定される被災後の市街地整備を「復興まちづくり方針図」として整理します。 

 
被害想定 

× 

市街地特性 
(1) 地震による被害 

上位計画の 
位置づけ 

 1) 面的被害※１が発生する可能性がある町丁目 
 2) 部分的被害※２が発生する可能性がある町丁目 
(2) 洪水による被害 
 1) 面的被害が発生する可能性がある町丁目 

都市基盤の 
整備状況 

 2) 部分的被害が発生する可能性がある町丁目 
(3) 地震と洪水による複合的な被害 
 1) 面的被害が発生する可能性がある町丁目 

※１：町丁目内の 50％以上の建物が焼失または全壊する可能性がある場合を面的被害とします。 
※２：被害を受けた地域のうち、面的被害以外の場合を部分的被害とします。 

  

図 事前復興まちづくりにより期待される効果のイメージ 

「東京大学生産技術研究所 加藤孝明教授講演資料」「事前復興まちづ

くり計画検討のためのガイドライン R5.7」を加筆・修正 

復
興
課
題
の
整
理 

(20)
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地震と洪水において「面的被害が発生する可能性がある町丁目」と「市街地特性」を重ね合わせた
結果を、以下に示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 復興まちづくりの将来像 

復興課題を踏まえ、一日も早い生活再建と災害を繰り返さない安心して暮らし続けられる未来へ向
けた都市づくりのため、市民との協働のもと、「円滑、速やか、かつ適切な復旧・復興」を目指し、
以下の将来像を設定します。 
 
 

  

安全・安心・快適に暮らし続けることができる災害に強いまち 

～地域の思いをのせた、より良い未来の創造～ 

浜松駅 

天竜川駅 

天竜川 馬込川 

二俣・西鹿島 

浜松駅 

浜松駅 

天竜川駅 

（地震&洪水） 

（洪水） （地震） 

復興課題 

【都市計画区域】 
○円滑、速やか、かつ適切な復旧・ 

復興ができる都市の形成 
○災害を繰り返さない都市の形成 
○地域コミュニティの維持 

【市街化区域】 
○既存都市基盤の活用 
○地震と洪水に対応した複眼的な復興 

【居住誘導区域・都市機能誘導区域】 
○拠点をはじめとした都市機能の早期 

回復と誘導区域のより良い復興 

 

・どちらの災害でも面的被害が想
定される地域があり、誘導区域
内も被害が想定される。 

 

 ・市街化区域内の都市基盤が整っていない地域も被害が 
想定される。 

・居住誘導区域や都市機能誘導区域も被害が想定される。 
 

(21)
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 復興まちづくり方針図 

被災後の市街地整備手法を「復旧・復興
パターン」の設定と、都市マスに基づく事
前復興編の「分野別方針」の整理により、
復興まちづくり方針図を示します。 

災害が発生した際には、復興まちづくり
方針図を参考に、実際の被害状況や地域の
復興まちづくりに対する機運、課題等を踏
まえ、より良い復興に向けたまちづくりを
進めます。 

 

■復旧・復興パターン 
① 改造型復興 

土地区画整理事業等の面的な市街地整備手法
の導入による、抜本的な整備によるまちづくり
【復興】 

② 修復型復興 
未整備の都市施設の整備や、地区計画等のま

ちづくりのルールを組み合わせたまちづくり
【復興】 

③ 修復型復旧 
住民主体の個別再建や既存の都市基盤の復旧

を基本としつつ、地区計画等のまちづくりのルー
ルを組み合わせたまちづくり【復旧】 

④ 個別型復旧 
都市基盤の復旧と併せて、被災した建物の個

別再建への支援を行う。 

■分野別方針（例） 
○土地利用：地域の課題解消と併せた復興まち

づくりにおける土地利用の検討 
○都市交通：復興まちづくりに併せた暮らしを

支える道路の適切な配置 
○みどり：復興まちづくりに併せた公園・緑地

の配置等による防災性向上と良好なまち並み
景観の形成 

○都市防災：地震と洪水の両方の災害に対応す
る複眼的な整備方法の検討 

図 復興まちづくり方針図の整理フロー 
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14 

 

■復興まちづくり方針図 
「復旧・復興パターン」と
「分野別方針」を踏まえ、復
興まちづくり方針図を示しま
す。復旧・復興パターンを被
災地域に適用する際は、本市
の長期的な都市づくりの方針
と整合を図る必要があるため、
上位計画の位置づけごとに復
興まちづくり方針を設定しま
す。 

右図は、都市機能誘導区域
と居住誘導区域における復興
まちづくり方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本計画の復興まちづくり方針図はあく
まで目安であり、実際の被害状況や地
域のまちづくり機運、課題等を踏ま
え、復興まちづくりを進めます。 

 
地震と洪水の両方の災害に対応
する複眼的な整備方法の検討 

復興とあわせた地域
課題※の解消 
※住工混在、交通渋

滞、交通安全、公園
の不足 等 

地域の実情に即した
復旧・復興パターン
を選択 

復興まちづくり方針を 
都市計画区域に適用 

図 誘導区域における復興まちづくり方針 

※１：被害状況や地域のまちづくりの機運、地域課題等を踏まえて検討 
※２：未整備の都市施設の状況を踏まえて検討 

想定外の災害の場合
には、適切な復旧・
復興パターンを選択 

図 復興まちづくり方針図 
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 都市復興の流れ 

都市の復興に向けた主要な行動項目の概要と市民の役割について示しています。 

目安 行動項目 概要 市民の役割 

発災〜 
１週間 

被災状況の調査・ 
被災状況図の作成 

都市復興の方針・基本計画の策定や復興事業
の検討のため、被害状況調査を行う。 

後の罹災証明書取得のため、発災直後の
自宅の様子等を撮影し被害状況を記録す
る…等 

２週間 
以内 

都市復興方針の 
策定 

被災状況にあった都市復興の理念や目標など
を示す都市復興方針を策定する。 行政が作成する都市復興方針を把握する 

２週間 
以降 

緊急復興地区の 
検討・決定 

緊急に面的整備事業等が必要と判断される地
区の検討・決定を行う。 

自らが所有する土地が、緊急復興地区に
該当するか把握する 

建築基準法第 84 条 
に基づく建築制限 
の指定 

緊急復興地区を対象に無秩序な建築行為によ
る市街地形成を防ぐための建築制限を行う。 

建築制限区域に指定された地域で、新た
な建築を行わない 

２か月 
以内 

被災市街地復興推進 
地域の検討・決定 

土地区画整理事業等の面的整備事業の実施が
見込まれる地域の都市計画決定（被災市街地
復興推進地域）を行う。 

自らが所有する土地が被災市街地復興推進
地域に該当するか把握する…等 

２か月 
以降 

復興事業手法の 
検討・決定 

地域住民・地権者を交えて復興事業手法を検
討する。 

復興事業手法に関する協議や合意形成に
参加する 

６か月 
以内 

都市復興基本計画の
策定 

都市復興の目標、土地利用や都市施設整備の
方針等を示す都市復興基本計画を策定する。 

自らが所有する土地や住んでいる地域の
計画を把握する 

 

計画の進行管理とロードマップ  

将来像である「安全・安心・快適に暮らし続
けることができる災害に強いまち」を実現する
ためには、市民と行政がそれぞれの役割を認識
し、協働で取り組むことが重要です。 

都市のリスクに対する解決策は多様にあり、
決まった答えはありません。そのため、災害が
発生するまで、繰り返し検討していくことが求
められます。計画策定後も、災害ハザード情報
を収集し、リスクが発生しそうな箇所への未然
防止策の検討や、ワークショップなど踏まえた
知見を、計画見直し時に反映します。 

また、本計画の推進にあたり、右図に示すロ
ードマップを描くことによって、着実に防災都
市づくりを進めていきます。 

  
図 防災都市づくりの推進に向けたロードマップ 
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